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開会 午後０時01分

◎福井輝夫委員長

ただいまから、議会のあり方調査特別委員会を開会いたします。

本日の出席者は21名でありますので、会議は成立いたしております。

本日御協議いただきます案件は、「伊勢市議会基本条例の検証について」、「伊勢市議会

基本条例【逐条解説】の改正について」、「伊勢市議会公式ＳＮＳについて」、「予算・決算

審査の振り返りについて」、及び「これまでの協議の経過について」でございます。

それでは、会議に入ります。

本日の会議録署名者は委員長において三野委員、川口委員の御両名を指名いたします。

【伊勢市議会基本条例の検証について】

◎福井輝夫委員長

それでは、「伊勢市議会基本条例の検証について」を議題といたします。

政策等検討分科会、鈴木会長から報告をお願いします。

鈴木会長。

○鈴木豊司政策等検討分科会会長

それでは、政策等検討分科会から、伊勢市議会基本条例の検証結果につきまして御報告

申し上げます。

議会基本条例の検証は、令和４年３月16日の政策等検討分科会で検証手順を協議し、

「議会基本条例評価・検証シート」を作成のうえ、評価、検証を進めることを確認いたし

ました。

その後、７月14日、25日及び11月２日の３日間で検証を行っておりますので、お手元の

「議会基本条例評価・検証シート」に沿って報告をさせていただきます。

今回の検証は、前文及び全26条の27項目を対象にして、適切に運用されている条項をＡ

評価、さらなる取組を必要とする条項をＢ評価、今回の評価には当てはまりませんが、議

員自身で評価すべき内容のものをＣ評価、評価の必要性がないものをＤ評価ということで

表示をいたしております。

始めに、議員自身で評価すべきＣ評価は、第８条の「会派」及び第22条の「議員の倫理」

の２項目、評価の必要性がないＤ評価につきましては、「前文」及び第１条の「目的」の

２項目となっております。

次に、適切に運用されておりますＡ評価は、13項目ございまして、第５条「議長の責

務と役割」、第10条「請願及び陳情」、第11条「議員の定数」、第12条「議員報酬」、第13条

「議会と市長等との関係」、第14条「法第96条第２項の議決事件」、第15条「定例会の回数

及び会期」、第16条「予算及び決算の審議における説明資料の作成の要請」、第18条「政務

活動」、第19条「議員研修」、第20条「議会改革への取組」、第24条「議会図書室」、第26条

「見直し手続」の13項目となっております。

次に、さらなる取組を必要とするＢ評価は10項目ございますが、Ｂ評価につきましては、
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個々に御説明を申し上げたいと存じます。

まず、第２条「議会の活動原則」では、市民に開かれた議会、市民の多様な意見の市政

への反映、政策立案、政策提言に対する積極的な取組が規定されておりますが、市民の意

見聴取、議員間の自由討議に少し弱い部分があり、また、政策立案及び政策提言の実績が

ないことから、さらなる取組を必要としております。

第３条「議員の活動原則」では、議員相互間の自由な討議、市民の代表者としてのふさ

わしい活動の推進などが規定されておりますが、議員間の自由討議の実施について、十分

であるかとの疑問が残りますことから、さらなる取組を必要としております。

第４条「議会の役割」では、議会の議決責任、行政活動の監視、政策立案が規定されて

おりますが、政策立案の実績がないことから、さらなる取組を必要としております。

第６条「政策立案及び政策提言」では、政策水準の向上を図るために、政策立案、政策

提言を行うことを定めておりますが、第２条の「議会の活動原則」及び、第４条の「議会

の役割」と同様に、政策立案の実績がないことから、さらなる取組を必要としております。

第７条「大規模災害時の議会の対応」では、大規模災害へ向けた議会の体制整備と対応

について定めております。取組状況としましては、今日までに、大規模災害には遭遇して

おりませんが、議会ＢＣＰ活動の一端として、新型コロナウイルス対策会議を設置して市

民との対話、市長への要望活動を行っておりますことから、評価できるものと判断いたし

ます。

しかしながら、学校でのマスク着用などについて、学校間でのばらつきが見受けられた

ことから、行政への指導に対し、議会としてもう少し働きかける必要があったのではない

かとの反省から、さらなる取組を必要としております。

第９条「市民参加及び市民との連携」では、会議の原則公開、情報公開の徹底、市民に

対する説明責任、市民からの政策提案の機会の拡大などが規定をされておりますが、議会

の公開や、情報の公開に関しましては問題はないものの、政策提案の機会の拡大、専門的

知見の活用などの事例がないことから、さらなる取組を必要としております。

次に、第17条「委員会」では、常任委員会及び特別委員会での専門的・具体的な審査や、

常任委員会での積極的な継続調査事項の設定について定めてられております。常任委員会

では、委員会の特性を生かした審査が行われているとともに、積極的な継続調査事項を設

定していることから、適正に運用されているということで確認しておりますが、予算・決

算特別委員会におきましては、全員参加を評価する意見が多い反面、分科会方式について、

専門的、具体的な議論が行われておらず、再検討を望むとの意見がありましたことから、

さらなる取組を必要としております。

第21条「広報・広聴機能の充実」につきましては、市民への情報の提供、市民の意識の

把握、広報広聴に係る特別委員会の設置などについて定めております。取組状況としまし

ては、令和３年12月に広報検討分科会及び広聴検討分科会を統合し、広報広聴検討分科会

として機能強化を図ったところでありますが、市民からの意見聴取という点において、取

組が弱いとの意見があり、さらなる取組を必要としております。

第23条「議会事務局」では、議会事務局の機能強化、組織体制の整備について定めてお

りますが、事務局職員の増員や、プロパー職員の配置など、議会事務局の強化という点に

おいて十分な議論が尽くされておらず、実績も伴っていないことから、さらなる取組を必
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要としております。

最後に、第25条「他の条例との関係」では、議会に関する条例等を制定、改廃する際の

議会基本条例との整合性を図ることを規定しております。令和３年10月に政策立案、政策

提言の法的根拠を議会基本条例に置くため条例を改正しておりますが、その際、議会基本

条例逐条解説の改正が滞っていたこと、また、議員定数の変更、議会のあり方調査特別委

員会における広報広聴機能の強化の際にも修正がなされていない状況に鑑み、さらなる取

組を必要としております。

以上10項目が、さらなる取組を必要とするＢ評価の項目でございます。

次に、評価・検証シート右端の条文改正の必要性でございます。

これにつきましては、各条項全てにおきまして、現時点では、見直すべきところはない

との判断をしておりますので、御理解賜りたいと存じます。

以上が、伊勢市議会基本条例の検証結果でございます。何とぞよろしく御協議の上、御

了承賜りますようお願い申し上げます。

◎福井輝夫委員長

ただいま鈴木会長から御説明をいただきましたが、このことについて御協議をお願いし

ます。

御発言はございませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御発言のないようですので、お諮りいたします。

「伊勢市議会基本条例の検証について」は、政策等検討分科会、鈴木会長からの説明の

とおり決定いたしまして御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。

【伊勢市議会基本条例【逐条解説】の改正について】

◎福井輝夫委員長

次に、「伊勢市議会基本条例【逐条解説】の改正について」を議題といたします。

政策等検討分科会、鈴木会長から報告をお願いします。

鈴木会長。

〔野崎委員入場〕

○鈴木豊司政策等検討分科会会長

それでは、「伊勢市議会基本条例【逐条解説】の改正」につきまして、御説明申し上げ

ます。

先ほど、議会基本条例の検証の中の第25条でも触れさせていただきましたが、議会基本
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条例の改正に伴う修正、議員定数の改正及び議会のあり方調査特別委員会での広報・広聴

機能の強化に際しての修正がなされておりませんので、今回、御提案を申し上げるもので

ございます。

資料２「伊勢市議会基本条例【逐条解説】新旧対照表」を御覧になっていただきたいと

思います。

逐条解説は、議会基本条例の条文を四角で囲み記載をし、その下に解説を設けておりま

して、改正前と改正後のアンダーラインの部分が、今回の修正案となります。

始めに、第２条「議会の活動原則」では、第４号として、「市政に対する政策立案及び

政策提言に積極的に取り組むこと。」を追加し、解説におきましても同様に、説明文を加

えております。

次に、改正後の第６条では、政策立案、政策提言の法的根拠を議会基本条例に置くため、

新たに、「議会は、政策水準の向上を図るため、政策立案機能の強化に努め、政策条例の

提案、決議等の政策立案を行うとともに、市長等に対し、政策提言を行うものとする。」

との規定を追加したものでございます。

また、解説におきましては、その条文を説明しております。

なお、新たに第６条として１条追加したことにより、改正前の第６条以降の条項につき

ましては、１条ずつ繰下げになっておりますので、御理解賜りたいと存じます。

次に、２ページ、第８条の「会派」では、条文並びに解説の双方におきまして、会派の

意思表明に、会派間での合意形成に努めるものとする旨の規定を加えております。

次に、３ページになりますが、第11条「議員の定数」では、令和２年９月定例会におき

まして議員定数条例が改正され、令和３年の改選時から議員定数を26人から24人に改めて

いるため、解説において修正を加えたものでございます。

次に、５ページを御覧ください。

第21条「広報広聴機能の充実」では、昨年の12月になりますが、議会のあり方調査特別

委員会において広報広聴機能の充実が図られ、広報検討分科会と広聴検討分科会を統合し、

新たに広報広聴検討分科会が設置されたことに伴い、解説の部分での修正を行っておりま

す。

次に、第23条「議会事務局」でございます。

先の条例改正では、議会事務局に対し、議員の政策の形成、立案を補助する組織として、

調査及び法務機能の充実、強化に努めるとされていたものを、政策立案能力の向上、議会

活動の円滑化、効率化を図るため、調査及び法務機能の充実強化と組織体制の整備に努め

るということに改正をしているため、条文及び解説の整備を行うものでございます。

最後、６ページの「附則」におきましては、改正条例の公布、施行の状況を追記したも

のでございます。

以上が、「伊勢市議会基本条例【逐条解説】の改正について」の説明でございます。よ

ろしく御協議賜りますよう、お願い申し上げます。

◎福井輝夫委員長

ただいま鈴木会長から御説明いただきましたが、このことについて御協議をお願いしま

す。
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御発言はございませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御発言のないようですので、お諮りいたします。

「伊勢市議会基本条例【逐条解説】の改正について」は、政策等検討分科会、鈴木会長

からの説明のとおり決定いたしまして御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。

【伊勢市議会公式ＳＮＳについて】

◎福井輝夫委員長

次に、「伊勢市議会公式ＳＮＳについて」を議題といたします。

議会ＩＣＴ検討分科会、北村会長から報告をお願いします。

北村会長。

○北村 勝議会ＩＣＴ検討分科会会長

それでは議会ＩＣＴ検討分科会から、「伊勢市議会公式ＳＮＳについて」御説明を申し

上げます。

本件につきましては、議会ＩＣＴ検討分科会を４月20日、６月９日及び10月24日に協議

を行いました。

４月20日の会議におきまして、伊勢市議会公式ＳＮＳの開設について諮ったところ、

「議会としてＳＮＳをすることはよいことである」との肯定的な意見が出た一方で、「フ

ォロワー数を延ばしていくことは難しい」との否定的な意見が出て、各会派へ持ち帰りと

なりました。

６月９日の会議では、本分科会に参加していない会派の意見も含めた上で協議を行いま

した。そこでの主な意見としては、「ホームページの内容と同じものしか出せない可能性

がある」、「ＳＮＳに関しては、誰が管理するのかという責任の問題があるので、すぐやる

べきではない」と、そういった否定的な意見が多かったことがあり、10月24日の会議にお

きまして「現段階では伊勢市議会公式ＳＮＳの開設につきましては、見送りとさせていた

だきたい。ただ、今後の開設の可能性を完全になくしてしまうのではなく、議会として気

運が高まった場合には改めて検討していってはどうか」といった提案したところ、特に異

議なく、確認をいたしましたので、全体会に御提案申し上げるものでございます。

以上、「伊勢市議会公式ＳＮＳについて」の説明とさせていただきます。

全体会におかれましても、御決定いただきますように、よろしくお願いしたいと思いま

す。

◎福井輝夫委員長
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ただいま北村会長から御説明いただきましたが、このことについて御協議をお願いしま

す。

御発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御発言のないようですので、お諮りいたします。

「伊勢市議会公式ＳＮＳについて」は、ＩＣＴ検討分科会、北村会長からの説明のとお

り決定いたしまして御異議ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。

【予算・決算審査の振り返りについて《報告案件》】

◎福井輝夫委員長

次に、報告案件に入ります。

「予算・決算審査の振り返りについて」を議題といたします。

政策等検討分科会、鈴木会長から報告をお願いします。

鈴木会長。

○鈴木豊司政策等検討分科会会長

それでは、「予算・決算審査の振り返り」につきまして、御報告を申し上げます。

令和４年度の予算審査及び令和３年度の決算審査につきましては、３月定例会におきま

して予算特別委員会を、９月定例会におきまして決算特別委員会を設置し、総務政策分科

会、教育民生分科会及び産業建設分科会の各分科会で、慎重かつ熱心な審査が行われてお

ります。

私ども政策等検討分科会では、予算・決算の審査の状況につきまして、３月16日、７月

25日及び11月２日の３日間にわたり、振り返りを行ってまいりましたので、その結果につ

きまして報告をさせていただきます。

資料３「予算・決算審査の振り返りついて」を御覧いただきたいと思います。

まず、分科会方式を評価する意見、これは多数意見となりますが、全議員が参加するこ

とができ、かつ、専門的・効果的な審査を行うことができている。限られた委員で構成す

る特別委員会の形よりも、常任委員会の専門性を持って審査する分科会方式が望ましいと

する意見がございました。

一方、その他の方式での審査を望む意見としましては、常任委員会の範囲では、議論不

足が生じるため、全ての議員がより広い視野をもって市政を見直す必要があり、現在の分

科会方式を改めることを望む。大きく、深い議論を展開するため、11名程度の特別委員会

の設置を望む。議員一人一人が市民の意見を的確に把握し、市政全体を眺めることができ

るよう、役選時に予算特別委員会、決算特別委員会のいずれかに所属することを決める２

グループ方式の採用を望むとの意見がございましたので、御報告申し上げます。
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何とぞよろしく御理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

◎福井輝夫委員長

本件は報告案件でございますが、特に御発言がありましたらお願いします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御発言のないようですので、政策等検討分科会、鈴木会長から報告のありました「予

算・決算審査の振り返りについて」は、この程度で終わります。

【これまでの協議の経過について《報告案件》】

◎福井輝夫委員長

次に、「これまでの協議の経過について」を議題といたします。

各分科会から報告をお願いします。

始めに、広報広聴検討分科会、上村会長から報告をお願いします。

上村会長。

○上村和生広報広聴検討分科会会長

それでは、広報広聴検討分科会の「これまでの協議の経過について」御報告申し上げま

す。

私ども広報広聴検討分科会の検討項目は、市議会だより、高校生議会、議会報告会、意

見交換会、議会アンケート、議会放送、その他広報広聴に関することであります。

本日は検討項目のうち、例年11月に実施しております議会報告会、意見交換会につきま

して御報告申し上げます。

議会報告会、意見交換会につきましては、年度当初に地域へ出向き、意見交換を中心に

実施していくことを決定しておりました。

しかしながら、詳細を決定していく段階で、新型コロナウイルスの感染拡大があり、参

加を呼びかけにくい状況でしたので、開催時期を年明けの１月下旬から２月上旬頃にずら

して実施できないか協議を重ねましたが、今後の議会スケジュール等を鑑み、令和４年度

の議会報告会、意見交換会につきましては、実施を見送ることとし、令和５年度以降の実

施に向けて、引き続き協議していくことを決定いたしましたので、御報告申し上げます。

以上、広報広聴検討分科会から「これまでの協議の経過について」の報告とさせていた

だきます。

◎福井輝夫委員長

ただいま上村会長から御報告をいただきましたが、このことについて御発言はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長
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御発言のないようですので、広報広聴検討分科会、上村会長からの報告にありました

「これまでの協議の経過について」はこの程度で終わります。

次に、議会ＩＣＴ検討分科会、北村会長から報告をお願いします。

北村会長。

○北村 勝議会ＩＣＴ検討分科会会長

議会ＩＣＴ検討分科会から、「これまでの協議の経過について」御報告申し上げます。

議会ＩＣＴ検討分科会を１月27日、４月20日、６月９日及び10月24日に開会し、先ほど

御提案いたしました「伊勢市議会公式ＳＮＳについて」を含む「議会におけるペーパーレ

ス化」、「議会のデジタルデバイド対策」、「オンライン会議」について協議を行っておりま

す。

「議会におけるペーパーレス化」については、現在、ペーパーレス化が済んでいるもの

もあるものに加え、議案、委員会資料等をペーパーレス化していくために議論を進めてい

ます。現在、来年の６月を目途にスケジュール案を作成しております。スケジュール案が

固まりましたら、改めて御提案いたしたいと考えております。

また、ペーパーレス化には議会のデジタルデバイド対策が不可欠であることから、議会

ＩＣＴ検討分科会において、デジタルデバイドに係るアンケートの実施について協議、決

定し、全議員を対象にメールでアンケートを実施いたしました。このアンケートにより、

議会で活用中のグーグルサービスについて、「分からない」、「できない」と回答された方

については議会事務局にサポートをしてもらっております。

「オンライン会議について」は、現在、議会運営委員会におきまして、オンライン会議

が行えるよう条例等整備が進められています。今後、オンライン会議が必要となった場合

に備えて実施しておく必要があるため、議会ＩＣＴ検討分科会におきまして、オンライン

会議の接続テストの実施について協議、決定し、11月24日に実施いたしました。今回は各

会派から接続テストを実施いたしましたが、次回は御自宅等からの接続を予定しておりま

す。

以上、議会ＩＣＴ検討分科会からの報告とさせていただきます。

◎福井輝夫委員長

ただいま北村会長から御報告をいただきましたが、このことについて御発言はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御発言のないようですので、議会ＩＣＴ検討分科会、北村会長から報告のありました

「これまでの協議の経過について」はこの程度で終わります。

本日御協議いただきます案件は終わりました。

これをもちまして議会のあり方調査特別委員会を閉会いたします。

閉会 午後０時31分
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上記署名する。

令和４年11月28日

委 員 長

委 員

委 員


